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路
法
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昭
和
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区
域
を
変
更
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面
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下
松
市
大
字
切
山
字
大
道
七
八
の
一

か
ら

同
市
大
字
山
田
字
沢
六
三
の
二
地
先

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

獺
越
下
松

道
路
の
区
域

区 区
美
祢
郡
美
東
町
大
字
大
田
字
市
ノ
後

八
五
の
三
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字

同
字
五
七

の
一
地
先
ま
で

及
び

美
祢
郡
美
東
町
大
字
大
田
字
市
ノ
後

九
六
の
一
地
先

同
郡

同
町

同
大
字
字
門
田
三
八

の
一
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
九
〇
号

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
三
五
号

道
路
の
区
域

区
美
祢
郡
美
東
町
大
字
大
田
字
市
ノ
後

八
五
の
三
地
先
か
ら

地
先

ま
で

新

最
狭

八
・
二

最
広

六
〇
・
八

線間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

旧

最
狭
最
広

間

旧
新
別

（
メ
ー
ト
ル
）

最
狭

九
・
一

最
広

二
八
・
九

五
七

九
六

旧

最
狭

一
四
・
六

最
広

一
五
・
七

五
七

最
狭

一
二
・
八

最
広

二
九
・
二

新

最
狭

一
五
・
二

最
広

一
七
・
二

三
四

新

最
狭

一
二
・
八

最
広

三
五
・
二

敷
地
の
幅
員

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

五
七

旧

最
狭

九
・
〇

最
広

三
五
・
二

一

二
、
二
四
六
・
六

終
点
の
変
更
に
よ

る
。

一
般
国
道
二
号
の

道
路
の
区
域

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

一
三
八
・
六

一
般
国
道
四
三
五

号
の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

二
一
・
〇

一
三
八
・
六

一
般
国
道
四
三
五

号
の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

二
一
・
〇

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

四
六
〇
・
〇

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

延

長

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

四
六
〇
・
〇

告

示



平成 年 月 日 金曜日

四路一四

山 口

路
のそ

い
て路一

（定期）県 報

下地同地山
道
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道路道三
五
号

同
郡

同
町

同
大
字
字

線
名

供

用

般
国
道

九
〇
号

美
祢
郡
美
東
町
大
字
大
田

供
用
を
開
始
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
七
年
十

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

線
名

供

用

般
国
道

美
祢
郡
美
東
町
大
字
大
田

関
市
菊
川
町
大
字
吉
賀
字
竜
王
四
九
九

先
か
ら

市
菊
川
町
大
字
吉
賀
字
権
ノ
神
六
二
一

先
ま
で

口
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

路
の
種
類

県
道

線

名

宇
賀
山
陽
線

路
の
区
域

区

間

門
田
三
八
三
四
の
一
地
先
ま
で

開

始

の

区

間

字
市
ノ
後
五
七
九
六
の
一
地
先

二
月
九
日
か
ら
一
月
間
山
口
県

山
口
県
知

開

始

の

区

間

字
市
ノ
後
五
七
八
五
の
三
地
先
か
ら

旧

最
狭

九
・
二

最
広

一
三
・
〇

新

最
狭

九
・
八

最
広

三
四
・
二

八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延（
メ

十
日供

用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
十
二
月

十
日

土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

事

二

井

関

成

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
十
二
月

一
五
四
・
〇

一
五
四
・
〇

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

（
重
用
）

長

ー
ト
ル
）

備

考

の
地
点

９
の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

２
の
地
点

１
の
地
点
か

３
の
地
点

２
の
地
点
か

４
の
地
点

３
の
地
点
か

５
の
地
点

４
の
地
点
か

６
の
地
点

５
の
地
点
か

７
の
地
点

６
の
地
点
か

８
の
地
点

７
の
地
点
か

９
の
地
点

８
の
地
点
か

次
の
１
の
地
点
か
ら

八
年
春
分
の
満
潮
位
（

・

の
境
界
線
及
び
１
の
地
点

一
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
さ

ト
ル
）
に
囲
ま
れ
た
区
域

１
の
地
点

熊
毛
郡
上
関

〇
四
・
三
八
〇

二
秒
九
九
一
・

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十

と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

一

埋
立
区
域

位
置

熊
毛
郡
上
関
町
大
字
祝

区
域

路
線
名

供

用

県

道

宇
賀
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陽
線

下
関
市
菊
川
町
大
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同
市
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川
町
大
字
吉

山
口
県
告
示
第
六
百
五
十
三ら

二
二
度
三
六
分
三
四
秒
五
・
八

ら
一
一
三
度
一
二
分
五
六
秒
五
九

ら
二
三
度
〇
五
分
四
二
秒
一
一
・

ら
一
一
三
度
一
九
分
一
五
秒
三
・

ら
二
三
度
一
九
分
一
五
秒
二
七
・

ら
二
九
三
度
三
二
分
一
三
秒
二
・

ら
二
三
度
三
二
分
一
三
秒
一
・
二

ら
一
一
三
度
三
二
分
一
三
秒
四
・

ら
二
三
度
三
二
分
一
三
秒
一
二
・

ら
二
九
三
度
三
二
分
一
三
秒
五
・

の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、

・

＋
二
・
九
四
メ
ー
ト
ル
）

と

の
地
点
を
結
ぶ
昭
和
四
十
四

れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境

町
大
字
祝
島
字
走
り
折
畑
の
祝
島

秒
東
経
一
三
一
度
五
八
分
四
七
・

五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二

関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可

山
口

島
字
東
浜
村
一
八
四
の
二
地
先
公

開

始

の

区

吉
賀
字
竜
王
四
九
九
地
先
か
ら

賀
字
権
ノ
神
六
二
一
地
先
ま
で

号

一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ
平

に
お
け
る
公
有
水
面
と

防
波
堤

年
八
月
一
日
付
け
指
令
港
湾
第
六

界
線
（

・

・

＋
三
・
二
七
メ

二
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
四
七

三
四
一
秒
）
か
ら
七
〇
度
四
二
分

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

有
水
面 間

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
十
二
月

十
日

二

成と一ー分二 の
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一二

山 口 県

山
港

計
画そ

木
課

（定期）報

四五

第 号

二三

分
区
の
種
類

商
港
区

分
区
の
位
置
及
び
区
域

位
置

柳
井
市
柳
井
字
岸
ノ
下
の
一
部

面
積

五
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

口
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号

湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

臨
港
地
区
東
港
臨
港
地
区
の
分
区

の
関
係
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建

に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

上
関
町

認
可
を
受
け
た
者

熊
毛
郡
上
関
町
大
字
長
島
五
〇
三

上
関
町

上
関
町
長

柏
原

重
海

認
可
の
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
一
日

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
〇

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
一

面
積

三
、
二
二
七
・
九
五
平
方
メ
ー

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
九
年
七
月
四
日

指
令
港
湾

関
係
図
書
を
閲
覧
で
き
る
市
町
村

百
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
一

を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

築
部
港
湾
課
、
柳
井
土
木
建
築

。

山
口
県
知

番
地

三
度
一
七
分
〇
五
秒
三
一
・
八

一
度
〇
四
分
二
五
秒
二
七
・
四

ト
ル

第
二
二
二
号

項
の
規
定
に
よ
り
、
柳
井
都
市

事
務
所
及
び
柳
井
市
建
設
部
土

事

二

井

関

成

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

名

称

吉
南
シ
ョ
ッ

所
在
地

山
口
市
小
郡

二

意
見
の
概
要

口
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

当
該
意
見
は
、
平
成
十
七
年

働
部
商
政
課
並
び
に
山
口
市
経

に
供
し
ま
す
。

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

所
在
地

山
口
市
小
郡

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
六
四
八
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

十
七
年
七
月
二
十
六
日
山
口
県

口
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

当
該
意
見
は
、
平
成
十
七
年

働
部
商
政
課
並
び
に
山
口
市
経

に
供
し
ま
す
。

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

吉
南
シ
ョ
ッ

公

（
六
四
七
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

十
七
年
七
月
二
十
六
日
山
口
県

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

上
郷
一
五
八
〇
の
一

。十
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
八
年
一

済
部
商
工
振
興
課
及
び
山
口
市
小

山
口

及
び
所
在
地

上
郷
一
五
八
〇
の
一

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

公
告
（
四
一
二
）
に
係
る
大
規
模

。十
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
八
年
一

済
部
商
工
振
興
課
及
び
山
口
市
小

山
口

及
び
所
在
地

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

告

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

公
告
（
四
一
一
）
に
係
る
大
規
模

三

月
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

郡
総
合
支
所
に
お
い
て
公
衆
の
縦

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

月
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

郡
総
合
支
所
に
お
い
て
公
衆
の
縦

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

労覧 成山 労覧 成山

公

告
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国
営

第
四

す
。

一二

山 口

二三（
六土

（定期）県 報

に
供

一
宇〃

第 号

（
六次

九
十

当
で

項
の

平
成
十
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら

農
地
再
編
整
備
事
業
の
施
行
に
係

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

縦
覧
に
供
す
る
書
類

国
営
農
地
再
編
整
備
事
業
（
豊
北

縦
覧
の
期
間

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
部
農
村
整
備
課

五
〇
）
国
営
農
地
再
編
整
備
事
業

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

し
ま
す
。

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

事
業
の
内
容

市
町
村
名

施
行

部
市

迫
の
田

屋
八
田

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

四
九
）
市
町
村
が
行
う
土
地
改
良

の
市
町
村
が
行
う
土
地
改
良
事
業

五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項

あ
る
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第

規
定
に
よ
り
、
そ
の
決
定
に
係
る

平
成
十
八
年
一
月
四
日
ま
で

る
豊
北
地
区
上
市
換
地
区
の
換

十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

山
口
県
知

地
区
上
市
換
地
区
）
換
地
計
画

平
成
十
八
年
一
月
四
日
ま
で

（
豊
北
地
区
上
市
換
地
区
）
換

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条

山
口
県
知

地
区

事
業

地
区

た
め
池

地
区

〃

。事
業
の
施
行
の
協
議
に
係
る
決

の
施
行
の
協
議
は
、
土
地
改
良

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い

土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
条

地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条

、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま

事

二

井

関

成

書
の
写
し

地
計
画
書
の
縦
覧

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

事

二

井

関

成

の
種
類

の
整
備

定法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
適

て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六

例
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

一

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

二

縦
覧
の
場
所

山
口
県
水
産
部
漁
港
漁
村

山
口
県
農
林
部
農
村
整
備

（
六
五
二
）
特
定
漁
港
漁
場
整

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二

島
地
区
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
川
越
地
区
中
山
間
地

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
十
二

三

縦
覧
の
場
所

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
部
農
村
整
備

（
六
五
一
）
県
営
川
越
地
区
中

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
川
越
地
区
中
山
間
地
域
総

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第

山
口

か
ら
平
成
十
八
年
一
月
四
日
ま
で

課
及
び
山
口
県
萩
水
産
事
務
所

課備
事
業
計
画
の

十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第

業
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同

該
変
更
に
係
る
特
定
漁
港
漁
場
整

変
更
の
案
の
縦
覧

山
口

域
総
合
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の

日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
四
日
ま

課山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
変
更
計

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

合
整
備
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

県
知
事

二

井

関

成

十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、

条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

備
事
業
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り

県
知
事

二

井

関

成

写
し

で 画
書
の
縦
覧

七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い

り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

四

見同縦 、て



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 （定期）報

二

第 号

（
六都

関
す

一

柳
井
市
柳
井
字
源
介
内
及
び
字

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

柳
井
市
南
町
七
丁
目
一
三
番
九
号

有
限
会
社
サ
ン
ク
ス

五
三
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

ノ
上

び
氏
名

の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

告
し
ま
す
。

山
口
県
知

称

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

事

二

井

関

成

五



平
成
十

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日
印
刷

七
年
十
二
月
九
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

七
百
円
（
送
料
共
）


